
税収から見る
本市の財政構造

1

※ 本資料の市税に関する数値は，特に年度の記載がない場合，令和元年度ベースの数値で検証している。

分析に当たっての考え方

【検証内容】
本市の税収は，市⺠⼀⼈当たりで他都市と⽐較すると，低い⽔準にあり，

税収構造が脆弱であると考えられるが，課税客体当たりなどで⽐較すると
どのような状況にあるのか。

2

○ 本市では，市⺠⼀⼈当たり税収が低い⇒市⺠⼀⼈当たりに投じること
ができる金額が少ない注⇒他都市と⽐べて歳入歳出のバランスを保ちにく
い財政構造となっている。

注 標準的な市⺠サービスに係る費⽤については，⾃治体の規模によらず税収と地⽅交付税等とで必要額を賄っているが，本市独⾃の事業に投じる
ことができる財源が少ないということである。個⼈市⺠税や固定資産税等は留保財源となる２５％ （概算） ，法定外税や超過課税分等は１００％
が独⾃の事業に投じることができる財源となる。

○ 上記検証により，課税客体当たりで低くない負担をしているとすれば，
課税客体当たりでは他都市と比べても低くない市税を負担している中で，
本市では，今後どのように歳入歳出のバランスを保っていかなければな
らないのか。
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資料全体の流れ

１ 本市の税収構造（概要）

２ 市⺠⼀⼈当たりと課税客体当たりとの⽐較
①個⼈市⺠税
②固定資産税

３ まとめ
3

本市の税収構造（概要）

4
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主な市税の種類とその内容（用語説明）

個⼈市⺠税・・・前年に所得のある「個⼈」にかかる税
※税金を負担する能力のある⼈すべてが均等の税額を納める「均等割」と，
その⼈の所得に応じて納める「所得割」で構成

法⼈市⺠税・・・事務所や事業所などがある「法⼈」にかかる税
※法⼈の規模（資本金等や従業員数）に応じて課税される「均等割」と，

法⼈税の額に応じて課税される「法⼈税割」で構成

固定資産税・・・「土地」「家屋」「償却資産注」の所有者にかかる税
注：「償却資産」とは，製造機械やパソコンなど，土地・家屋以外で事業の⽤に供

することができる資産のこと

5

本市の市税収入の内訳

6

本市の税収は３，０５５億円
うち，
個⼈市⺠税１，１７５億円（38.4％）
固定資産税１，０７２億円（35.1％）
個⼈市⺠税と固定資産税だけで市税収入
全体の７割を超えている（73.5%）。

個人市民税

117,450

38.4%

法人市民税

34,236

11.2%

固定資産税

107,214

35.1%

軽自動車税

1,842
0.6%

市たばこ税

9,137
3.0%

入湯税

101

0.0%

事業所税

7,498

2.5%

都市計画税

23,821
7.8%

宿泊税

4,201
1.4%

市税合計
305,500百万円

単位：百万円，％

決算額
市税合計に
占める割合

個人市民税 117,450 38.4%
法人市民税 34,236 11.2%
固定資産税 107,214 35.1%
軽自動車税 1,842 0.6%
市たばこ税 9,137 3.0%
入湯税 101 0.0%
事業所税 7,498 2.5%
都市計画税 23,821 7.8%
宿泊税 4,201 1.4%

市税合計 305,500

【図１】市税収入の内訳（百万円，％）
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市⺠⼀⼈当たりの市税収入（他都市⽐較）

7

市⺠⼀⼈当たり税収は，他政令指定都市平均と⽐較すると△７，１５１円であり，本市の⼈⼝約１４７万⼈で換算すると１
０５億円少ない状況である。
⼤阪市と⽐較すると，市⺠⼀⼈当たりの税収は△７４，８７９円（⼤阪市より３割少ない）であり，本市の⼈⼝換算で１，
０９８億円少ない状況である。

出典：令和元年度決算参考データ集

【図２】市民一人当たりの市税収入（他都市比較）
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【参考①】市⺠⼀⼈当たりの市税収入（他都市⽐較）

8

本市の市⺠⼀⼈当たり市税収入は，２０政令指定都市中７位となっている。⼀⽅で，市税に占める割合の⼤きい個⼈市⺠税
や固定資産税については，それぞれ１３位，９位と他都市と⽐べて低い⽔準にある。※平成30年10月導入の宿泊税はその他に含む。

出典：京都市税務統計書

【図３】市民一人当たり市税収入の他都市比較（円）
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【参考②】市⺠⼀⼈当たりの市税収入（他都市⽐較）

9

直近の１０年間の推移を⾒ると，平成２９年度までは京都市の市⺠⼀⼈当たり税収は，他都市平均と⽐較して１３千円〜
１６千円の間で推移していたが，平成３０年度以降急激に差が縮小している。※年度の下の○数字は本市の市⺠⼀⼈当たり税収の他都市順位
これは，平成３０年１０月の宿泊税導入をはじめ，各種税収増の取組によって他都市平均の差が縮まっていると考えられる。

出典：京都市税務統計書

【図４】京都市と他政令指定都市平均との市民一人当たり税収の差額の推移（円，％）
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①個⼈市⺠税

11

個⼈市⺠税の概要

納税義務者：市内に住所がある⼈など
※毎年１月１日現在の状況で判断

税 率：均等割 市⺠税３，５００円
所得割 市⺠税８％
※前年の課税所得金額に上記税率をかける

課税されない⼈：生活保護法による生活扶助を受けている⼈や，前年の所得
が⼀定⽔準以下の⼈など，地⽅税法に定められた要件に該
当する⼈など

12
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【⼈⼝等⽐較】個⼈市⺠税（市⺠⼀⼈当たりの税収）

13

本市の市⺠⼀⼈当たりの個⼈市⺠税収入額は，２０政令指定都市中１３位に位置している。
対他都市平均で⽐較すると，△７，８３９円となっており，本市⼈⼝約１４７万⼈で換算すると，個⼈市⺠税収全体では
約１１５億円少ない状況にある。

⼈⼝換算で△115億円
首都圏は高い⽔準

出典：全国及び⼤都市主要統計
地⽅財政状況調査

【図５】市民一人当たり個人市民税収入額（円）
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【課税客体⽐較】個⼈市⺠税（納税義務者⼀⼈当たりの税収）

14

本市の納税義務者⼀⼈当たり収入額は６位に位置しており，本市よりも上位にいる都市は，名古屋市を除くすべての都市
が首都圏の都市である。
近畿圏内の政令市（⼤阪市，神⼾市，堺市）で⽐べても，本市は高い⽔準である。
首都圏の都市が⽔準を引き上げているため，本市の⽔準は他都市平均と⽐べると下回っているが，地⽅都市（札幌市や福
岡市）と⽐べると低い⽔準ではない（首都圏以外で他都市平均を上回るのは名古屋市のみ）。

首都圏は高い⽔準
本市は関⻄圏で高い⽔準他都市平均並

出典：市町村税課税状況等の調
地⽅財政状況調査

【図６】所得割納税義務者一人当たり個人市民税所得割収入額（円）
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【個⼈市⺠税】構造分析①

15

本市の⼈⼝に占める所得割納税義務者数の割合は，２０政令指定都市中最下位に位置している。
対他都市平均で⽐較すると△４．１％となっており，本市⼈⼝換算で納税義務者が約６万⼈少ない状況にある。
仮に本市が他都市平均並みの納税義務者割合であり，この６万⼈が本市の納税義務者⼀⼈当たり個⼈市⺠税を納めている場
合と⽐較すると，個⼈市⺠税収は約１０８億円少ない状況にある。

⼈⼝換算で△６万⼈

出典：市町村税課税状況等の調
全国及び⼤都市主要統計

【図７】人口に占める所得割納税義務者の割合（％）
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【個⼈市⺠税】構造分析②

16

本市は⼈⼝に占める⼤学生層（１９〜２２歳）や高齢層（６５歳以上）の割合が他都市と⽐べて高く，結果的に⼀般的な
就業層（２３歳〜６４歳）の割合が低い（２０政令指定都市中１９位）。「⼀般的な就業層の割合が少ない≒⼈⼝に占め
る納税義務者の割合が少ない」と考えられ，市⺠⼀⼈当たり税収が他都市に⽐べて少なくなっていると思われる。
⼀般的な就業層の割合が高まれば，市⺠⼀⼈当たりの税収増につながると考えられる。

出典：平成27年度国勢調査

【図８】年齢別人口構成比（％）
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【参考①】納税義務者数及び所得割納税義務者⼀⼈当たり所得の推移

17

納税義務者数及び所得割納税義務者⼀⼈当たり総所得金額ともにこの５年間で右肩上がりとなっており，納税義務者数は
約３万２千⼈（＋５．１％），⼀⼈当たり総所得金額は１２６千円（＋３．８％）増加している。
これらの伸びには様々な要因が考えられるが，所得⽔準の向上や共働き世帯の増加などにより向上してきたと考えられる。

出典：市町村税課税状況等の調

双⽅とも右肩上がり

【図９】納税義務者数及び所得割納税義務者一人当たり総所得金額の推移（人，千円）

【参考②】課税標準額段階別納税義務者⼀⼈当たり総所得金額の伸び率

18

納税義務者⼀⼈当たりの総所得金額については，近年，全体として増加傾向にあったため，個⼈市⺠税収の増加につながっ
ている。
これを課税標準額の階層別に⽐較すると，特に２００万円以下の階層で安定して増加しており，幅広い層で所得が増加した
とみられる。⼀⽅，７００万円超の階層については，総じて増傾向ではあるが，伸び率が乱高下している。これは，この階
層の幅に上限がないため，⼀部の高額所得者の影響を受けやすいことが原因と考えられる。

安定して増加傾向

出典：市町村税課税状況等の調

【図１０】納税義務者一人当たり総所得金額の伸び率（％）
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②固定資産税

19

固定資産税の概要

納税義務者：固定資産（土地・家屋・償却資産）を所有する⼈
※毎年１月１日現在の状況で判断
※償却資産とは，製造機械やパソコンなど，土地・家屋以外で事業の⽤に供すること
ができる資産のこと

税 率：１．４％
※固定資産の評価額などから算出した課税標準額に上記税率をかける

課税されない⼈：それぞれの固定資産の課税標準額の合計額が⼀定⽔準未満
（免税点未満）の⽅
※土地30万円，家屋20万円，償却資産150万円が免税点

そ の 他：市街化区域内に所在する土地・家屋に対して，固定資産税に
加えて都市計画税を課税

20
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【⼈⼝等⽐較】固定資産税①（市⺠⼀⼈当たりの税収（⼟地分））

21

本市の市⺠⼀⼈当たりの固定資産税（土地分）収入額は，２０政令指定都市中５位に位置している。
対他都市平均で⽐較すると，＋３，９２６円となっており，本市⼈⼝約１４７万⼈で換算すると，固定資産税（土地
分）では約５８億円多い状況にある。

⼈⼝換算で＋58億円

出典：市町村税課税状況等の調
全国及び⼤都市主要統計

【図１１】市民一人当たり固定資産税（土地）収入額（円）

【課税客体⽐較】固定資産税①(市街化区域面積千ha当たり税収(⼟地分))

22

本市は５位に位置しており，本市よりも上位の都市は，首都圏以外では⼤阪市のみである。⼤阪市の税収は他都市平均の
2倍以上，１０億円台前半の都市が５市で，⼤阪市と北九州市では５倍以上の差があるなど，都市間の格差が⼤きい。
本市では，⼀般的に学校や歴史的資産などの非課税土地面積が多いと言われているが，近年の地価の上昇もあり，千ha当
たりの税収を他都市平均と⽐較すると＋８億円（約３４％）上回っており，市街化区域面積で換算すると＋１２３億円と
高い⽔準にある。

首都圏が京都市よ
り上位を占める市街化区域面積換算

で＋123億円

５倍以上の差

出典：⼤都市⽐較統計年表
地⽅財政状況調査

【図１２】市街化区域千ha当たり固定資産税（土地）収入額（百万円）
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【固定資産税（⼟地）】構造分析

23

本市の市面積に対する市街化区域面積の割合は，２０政令指定都市中１５位に位置しており，市街化面積割合ベースで他都
市平均との差を面積換算すると，本市は約８千ha（約８０ ）少ない（北区：約９５ ，伏⾒区：約６２ ）。
これを本市の市街化区域面積千ha当たり税収により換算すると，他都市平均⽐較で税収は２５７億円少ないことになる。
市街化区域に多い「宅地」と市街化調整区域に多い「山林」の平均価格を⽐較すると，２，０００倍超（課税標準額ベース
で宅地：約３８，７００円／㎡，山林：約１８円／㎡）の差があり，宅地が税収に与える影響は⼤きい。
地価以外にも，市街化区域面積の割合と税収との間には関連があると考えられる。
注）単に市街化区域面積を増加させるとインフラ負担増も伴うことから留意が必要である。

割合を面積換算で△８千ha
税収換算で△２５７億円

⼤都市ではほとん
どが市街化区域

出典：⼤都市⽐較統計年表

【図１３】市街化区域面積及び市面積に占める市街化区域面積の割合（千㎡，％）
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【⼈⼝等⽐較】固定資産税②（市⺠⼀⼈当たりの税収（家屋分））

24

本市の市⺠⼀⼈当たりの固定資産税（家屋分）収入額は，２０政令指定都市中１２位に位置している。
他都市平均と⽐較すると△３，９４７円となっており，本市⼈⼝約１４７万⼈で換算すると，固定資産税（家屋分）では
約５８億円少ない状況にある。

⼈⼝換算で△58億円

出典：全国及び⼤都市主要統計
地⽅財政状況調査

【図１４】市民一人当たり固定資産税（家屋）収入額（円）
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【課税客体⽐較】固定資産税②(市街化区域面積千ha当たり税収(家屋分))

25

本市の市街化区域千ha当たり税収は7位と中位に位置しており，他都市平均と同程度の税収は確保している。
⼤阪市と北九州市の差が４．５倍となるなど，都市間の格差が⼤きく，首都圏や⼤阪市，福岡市，名古屋市といった地⽅
都市の中でも中心的な都市ほど税収が高い。特に，⼤阪市は他都市平均の２倍以上の税収となっており，平均⽔準を引き
上げている。

4.5倍の差

他都市平均並みは確保

出典：⼤都市⽐較統計年表
地⽅財政状況調査

【図１５】市街化区域千ha当たり固定資産税（家屋）収入額（百万円）

【固定資産税（家屋）】構造分析①

26

本市では，非木造家屋の総床面積は２０政令指定都市中８位で，木造家屋は５位となっている。⼀⽅，全体に占める非
木造家屋床面積の割合は他都市平均を下回っている。
木造家屋と非木造家屋の新築１㎡当たりの評価額では，非木造家屋の⽅が高く，住宅・アパートの平均では木造家屋の
約１．３倍，事務所・店舗の平均では約１．８倍となっており，税制度上，非木造家屋の⽅が木造家屋に⽐べて税収増
の効果は高い。

⑤

⑧

出典：固定資産概要調書

他都市平均を下回る

【図１６】主体構造別家屋総床面積と総床面積に占める非木造家屋床面積の割合（千㎡，％）
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【固定資産税（家屋）】構造分析②

27

本市における市街化区域面積に占める非木造家屋延床面積の割合については，２０政令指定都市中７位に位置しており，
市街化区域面積内に他都市と同⽔準の非木造家屋の延床面積を確保している。
本市の市街化区域内には他都市並みの非木造家屋が建築されているが，市街化区域に占める⼈⼝が多く，市⺠⼀⼈当た
りの非木造家屋の床面積が少なくなっていることが考えられる。

他都市平均並みは確保

出典：⼤都市⽐較統計年表
固定資産概要調書

【図１７】市街化区域面積に占める非木造家屋延床面積の割合（％）

【固定資産税（家屋）】構造分析③

28

本市における宅地1,000㎡当たりの木造家屋の棟数は，政令指定都市の中で最も多く，他都市平均の概ね２倍となっている。
１棟当たりの利⽤者数が同じであると仮定すれば，利⽤者⼀⼈当たりのスペースが他都市と⽐べて狭いことを意味してお
り，市⺠⼀⼈当たり税収が少なくなる要因の⼀つであると考えられる。

出典：固定資産概要調書

他都市平均の約２倍

【図１８】宅地1,000㎡当たりの木造家屋棟数（棟）
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【固定資産税（家屋）】構造分析④

29

本市では，市⺠⼀⼈当たりの昭和38年1月1日以前に建築された木造家屋の延床面積は，２０政令指定都市中２位となって
おり，木造家屋面積全体の約２３％を占めている。
建築年次が古くなると，課税上でも損耗割合が上限に達している家屋が多くなるため，税制度上，建築年次の新しい家屋
の⽅が古い家屋に⽐べて税収増の効果は高い。
建築年次の古い家屋の割合が高ければ，市⺠⼀⼈当たりの木造家屋床面積が⼤きくても市税収入は少なくなる。

木造家屋面積全体の約23％

出典：固定資産概要調書

【図１９】市民一人当たりの昭和38年1月1日以前に建築された木造家屋延床面積（㎡）

【参考】固定資産税（償却資産）納税義務者１⼈当たりの税収

30

上位の都市はいずれも臨海都市で，臨海都市と内陸都市の他都市平均は２０３，３７１円乖離している。臨海都市は工場
が集積していることもあるため，納税義務者⼀⼈当たりの償却資産が多い傾向にあると考えられる（政令市中，臨海都市
１６市，内陸都市４市）。
臨海都市と内陸都市では傾向が異なり，内陸都市である京都市は，対臨海都市平均で△１４１，７６５円（納税義務者換
算△２１億円）となっており，臨海都市に⽐べて税収を確保しづらい状況にあると考えられる。

臨海工業地帯が
ある都市が上位

臨海都市（下記以外）
内陸都市※（京都市，札幌市，さいたま市，相模原市）

臨海都市平均⽐では
納税義務者換算で△21億円

出典：地⽅財政状況調査
固定資産概要調書

【図２０】納税義務者一人当たり固定資産税（償却資産）収入額（円）
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参考①法⼈市⺠税の⽐較

31

法⼈市⺠税の概要

納税義務者：市内に事務所又は事業所がある法⼈など

税 率：均等割 法⼈の資本金等や従業員数に応じて５〜３００万円

法⼈税割 ６．０％
（資本金等の額が３億円超等の法⼈は２．２％加算）

※当該事業年度中の法⼈所得に応じた法⼈税額に上記税率をかける
32
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法⼈市⺠税（法⼈税割）の１社当たりの税収

33

本市は，税収構造上⼀部企業の業績変動が税収に与える影響が非常に⼤きいため，年度によって変化が激しく，平成28年
度は２０政令指定都市中８位であったが，令和元年度は３位となっている。
年度による変動が⼤きいため，他税目と異なり，安定的な税収確保ができる税目とは言えない状況にある。

年度によって
⼤きく変動

出典：市町村税課税状況等の調
地⽅財政状況調査

【図２１】法人市民税（法人税割，標準税率分）の１社当たり（※）収入額の推移（円，位）※法⼈税割納税者当たり

【参考】法⼈市⺠税法⼈税割額の上位企業の占有率の推移

34

法⼈市⺠税法⼈税割を納める企業のうち，上位３０社が法⼈市⺠税割税収全体に占める割は，令和元年度に５０％を超え
ている。また，年度によっては３０％台前半まで落ちることもあり，税収の不安定さが⾒て取れる。
法⼈税割を納める企業は約１８，０００社であるため，上位０．２％の企業で３０％〜５０％の税額を占めている。

【図２２】法人市民税法人税割額の上位30社の推移（百万円，％）
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参考②その他の他都市⽐較

35

用語の説明

法定外税：個⼈市⺠税や固定資産税など地⽅税法に定められた税目以外
の税目（地⽅⾃治体独⾃の税目）
本市の例：平成３０年１０月に導入した宿泊税

超過課税：地⽅税法に定められた標準税率を超えた税率で課税すること
本市の例：対象法⼈に係る法⼈市⺠税法⼈税割の標準税率に２．２％を加えて課税

徴 収 率：納めなければならない税額（調定額）に占める納められた
税額（納税額）の割合

36
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税収に占める法定外税及び超過課税の割合

37

令和元年度においては，2市を除く全ての政令市で超過課税を適⽤している⼀⽅，法定外税を導入しているのは，本市の他
に北九州市（環境未来税）のみである。※令和2年度以降は，北九州市，福岡市で宿泊税を導入。
本市においては，超過課税の割合は他都市平均を上回り，政令市中5位となっている。法定外税として導入した宿泊税収を
含めると，税収に占める割合は1位となっている。
本市としては，脆弱な税収構造にあっても，施策推進に必要な税収の確保に向けた⾃治体としての取組はこれまでからも
実施しており，引き続き，税財源の在り⽅の検討を行っていく。

宿泊税の導入により，市
税に占める割合は1位に

ほとんどの都市で超過課税を導入

出典：地⽅財政状況調査

【図２３】市税に占める超過課税及び法定外税の割合（％）

【参考①】政令指定都市における超過課税及び法定外税の取組⼀覧
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②法定外税
税目 都市名 目的 具体的な制度 導入時期

宿泊税 京都市
国際文化観光都市としての魅力を高め，及び観光
の振興を図る施策に要する費用に充てるため

１人１泊について，宿泊料金が
　20千円未満のもの　　　　　　　　 200円
　20千円以上50千円未満のもの　500円
　50千円以上のもの　　　　　　　 1,000円

平成30年10月1日

環境未来税 北九州市
廃棄物処理の適正化やエコタウン事業などの環境
施策を積極的に推進するための持続的で安定的な
財源の確保

市内の最終処分場で処分する産業廃棄物の埋
立量1トンにつき1,000円

平成15年10月1日

※　福岡市及び北九州市においては，令和2年度から法定外税として宿泊税を導入している。

①超過課税
税目 税率 実施都市名

＋900円 横浜市【17億円】（横浜みどり税）
＋400円 神戸市【3億円】（認知症「神戸モデル」の負担額）

標準税率×1.09 横浜市【11億円】（横浜みどり税）

標準税率×1.2
北九州市【6億円】（都市高速鉄道等整備基金に積立），福岡市【12億
円】（都市基盤に要する費用），熊本市【5億円】

＋2.4%
仙台市，さいたま市，千葉市，川崎市，横浜市，相模原市，新潟市，
名古屋市，堺市，神戸市，岡山市，広島市，福岡市，熊本市

＋2.2% 京都市，札幌市，大阪市，北九州市
※【】については，元年度決算額

個人市民税（均等割）
　標準税率：3,500円

法人市民税（法人税割）
　標準税率：法人税額の6.0％

法人市民税（均等割）
　標準税率：50,000円～3,000,000円
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【参考②】超過課税ができる税目とできない税目
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①超過課税ができる税目

②超過課税ができない税目

※特別土地保有税については現在課税停止中である。

税目 本市の税率 制限税率 

個人市民税 
均等割 3,500 円 標準税率 なし 

所得割 ８％ 標準税率 なし 

法人市民税 

均等割 ５万円～300 万円 標準税率 1.2 倍 

法人税割 

～26年 9月 
14.5％ 

（又は 12.3％） 
超過税率 

（標準税率は 12.3％） 
14.7％ 

26年 10月～31年 9月 
11.9％ 

（又は 9.7％） 
超過税率 

（標準税率は 9.7％） 
12.1％ 

令和元年 
10 月～ 

8.2％ 
（又は 6.0％） 

超過税率 
（標準税率は 6.0％） 

8.4％ 

固定資産税 1.4％ 標準税率 なし 

軽自動車税 
～平成 27 年 3 月 1,000 円～7,200 円 

標準税率 1.5 倍 
平成 27 年 4 月～ 1,000円～10,800 円 

入湯税 
宿泊客１人１泊150円 標準税率 

なし 
日帰り客１人１日 100 円 軽減税率 

宿泊税 

宿泊料金１人１泊 
２万円未満 

200 円 
（法定外目的税のため 

標準税率なし） 
なし ２万円以上５万円未満 

500 円 
５万円以上 

1,000 円 

 

税目 本市の税率 

市たばこ税 1,000本につき 5,692 円 一定税率 

特別土地保有税 
土地の所有 1.4％ 
土地の取得 3％ 

一定税率 

事業所税 
資産割  600 円／㎡ 
従業者割 0.25％ 

一定税率 

都市計画税 0.3％ 制限税率（上限） 
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市税の徴収率

40

本市の徴収率は，９８．９％（過去最高 ９９．０％）で他都市と⽐較すると６位で高い⽔準にある。
本市が政令市で最低であった平成６年度の９１．９％と⽐較すると＋７．０ポイントで，財政効果は単年度で約２１６億
円であり，他都市平均の徴収率と⽐較すると，本市調定額換算で＋6億円多い状況にある。

財政効果は＋6億円

出典：地⽅財政状況調査

【図２４】徴収率の状況（％）
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まとめ

41

⽐較結果のまとめ①

課税客体当たりの⽐較市⺠⼀⼈当たりの⽐較

42

他都市順位の動き

【個⼈市⺠税】
納税義務者⼀⼈当たり税収

６位
（金額は他都市平均並み）

【固定資産税】
（土地）
市街化区域面積千ha当たり税収

５位
（対他都市平均＋８２２百万円）

（家屋）
市街化区域面積千ha当たり税収

７位
（金額は他都市平均並み）

【個⼈市⺠税】
市⺠⼀⼈当たり税収

１３位
（対他都市平均△７，８３９円）

【固定資産税】
（土地）
市⺠⼀⼈当たり税収

５位
（対他都市平均＋３，９２６円）

（家屋）
市⺠⼀⼈当たり税収

１２位
（対他都市平均△３，９４７円）
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⽐較結果のまとめ②

以上のことから，本市の税収から⾒る財政構造は，課税客体当たりで低
くない負担をいただく⼀⽅で，他都市と⽐べて市⺠⼀⼈当たり税収が少な
い（≒独⾃事業に投じることができる歳出を確保しづらい）構造になって
いると推察される。

43

 本市としては，持続可能な財政運営に向けて，市⺠⼀⼈当たりの税収
を確保するという視点で税収増加策に取り組んでいく必要があると考え
ている。

 ⼀方で，税収増加に向けた取組は効果の発現までに期間を要すること
から，歳出改革も同時に取り組む必要があるのではないかと考えられる。
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等
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合

，
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年
度
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ー

ス
の

数
値

１
５

歳
未

満
 

１
５

歳
以

上
１

９
歳

未
満

 
１

９
歳

以
上

２
３

歳
未

満
 

２
３

歳
以

上
６

５
歳

未
満

６
５

歳
以

上
所

得
割

納
税

義
務

者
個

人
市

民
税

額
2
7
国

勢
調

査
人

口
総

数

木
造

家
屋

総
棟

数
木

造
S

3
8
1
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以
前

面
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非
木
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家

屋
床
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非
木

造
家

屋
総

棟
数

固
定

資
産

税
額

（
土

地
）

固
定

資
産

税
額

（
家

屋
）

市
域

面
積

市
街

化
区

域
面

積
木

造
家

屋
床

面
積
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参考資料① 本市が過去に導入した法定外税

1

税目
適用期間

課税客体 課税標準 納税義務者 徴収⽅法 税率(廃⽌時)
単年度
税収

(百万円)
廃⽌理由適用日 期限

商品切⼿発⾏税 S25.9.1 H6.3.31 商品切⼿発⾏⾏為
商品切⼿発
⾏⾼

商品切⼿発⾏
者 申告納付 3% 542

・類似証券の多様化
・全国的な廃⽌の流れ
・消費税との二重課税

広告税 S27.7.1 H1.3.31 広告(出版物等は除く。) 広告料⾦ 広告主 特別徴収と
普通徴収

広告の種別による
(例)
・電⾞吊広告10％
・⽴看板1個50円
・ネオン看板1.66
㎡300円

121・広告媒体の多様化・客体補足の限界

⽝税 S30年度分 S48年度分生後91日以上の⽝ 頭数 所有者・取得
者 普通徴収 360円 12・財政効果薄弱・税制の整理合理化

文化観光施設税 S31.10.13 S39.4.12 有料文化観光⾏為 回数 文化観光財鑑
賞者 特別徴収 10円 118・時限付き条例

文化保護特別税 S39.9.1 S44.8.31 有料文化鑑賞⾏為 回数 文化財鑑賞者特別徴収 10円 147・時限付き条例

古都保存協⼒税 S60.7.10 S63.3.31 有料文化鑑賞⾏為 回数 文化財鑑賞者特別徴収 50円 840
・市⺠生活をはじめと
する本市の経済文化
活動への影響

※ 税収は，廃⽌される直近年度で，１年度にわたり課税された年度の調定額による。

① 駐車場への駐車に対する課税

② 宿泊に対する課税

③ 別荘の所有に対する課税

●対象施設：駐車場の把握や対象区域の特定などが非常に困難
●納税者：入洛客だけでなく，多くの市民や事業者の方々も対象となる

○対象施設・納税者：宿泊施設及び宿泊客の把握が可能で，実現性が高い

●対象施設：別荘に該当するものの定義や別荘の把握が非常に困難

４ 新たな税の具体的な検討

２ 新たな財源確保の必要性・負担の在り方

入洛客の増加等により，受入環境整備や交通渋滞対策などの課題
⇒市民生活にまで影響を及ぼすものも

行政サービスの一層の充実を図るため，受益と負担の関係から，入洛客にも一定の負担を
求めることには合理性がある

３ 新たな財源の使途

市民及び入洛客双方の満足度を高めるような施策
（観光受入環境の整備のほか，文化の振興，景観の保全・再生，歩くまち・京都の推進 など）

宿泊に対する課税（②）を導入すべき

駐車場への駐車に対する課税（①）及び
別荘の所有に対する課税（③）は引き続き検討

【制度イメージ】
・対象施設：宿泊施設の形態（ホテル・旅館・簡易宿所（民泊を含む））にかかわらず対象
・納税者：宿泊料金にかかわらず，全ての宿泊客を対象（高額な宿泊料金の宿泊にはその負担能力に見合った税額に）
・軽減措置：修学旅行生は税を免除

「京都市住みたい・訪れたいまちづくりに係る財源の在り方に関する検討委員会」答申のポイント

１ 京都に求められる役割

京都ならではの歴史や自然・文化を守り，創造し未来へ引き継ぐという役割
⇒都市の品格と魅力を高めていくため，様々な取組の更なる推進が必要
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（参考）京都市宿泊税の概要

3

目的 国際文化観光都市としての魅⼒を⾼め，及び観光の振興を図る施策に要
する費用に充てるため

納税義務者 旅館業法に定める旅館業を営む施設への宿泊者
住宅宿泊事業法に基づく住宅宿泊事業を営む施設への宿泊者

税率
１⼈１泊について，宿泊料⾦が
20千円未満のもの 200円
20千円以上50千円未満のもの 500円
50千円以上のもの 1,000円

徴収⽅法 特別徴収（特別徴収義務者︓旅館業⼜は住宅宿泊事業を営む者）
申告納入 原則として，毎月末日までに前月分の宿泊税額を申告納入
課税免除 修学旅⾏その他学校⾏事に参加する者及びその引率者
施⾏日 平成30年10月1日
税収規模 4,201百万円（令和元年度決算）

その他
市⻑は，この条例の施⾏後５年ごとに，この条例の施⾏の状況，社会経
済情勢の変化等を勘案し，宿泊税に係る制度について検討を加え，必要
があると認めるときは，その結果に基づいて所要の措置を講じる。

（参考）「セカンドハウス所有者等への適正な負担の在り方」の検討

4

概要
〇 宿泊税に続く新たな財源確保に向け，セカンドハウス所有者等への適正な負担の在
り⽅など，課税⾃主権の更なる活用に向けた検討を進めるため，本市の附属機関とし
て「持続可能なまちづくりを支える税財源の在り⽅に関する検討委員会」（以下「検
討委員会」という。）を設置

〇 当面は喫緊のテーマである「セカンドハウス所有者等への適正な負担の在り⽅」に
ついて検討

スケジュール
令和２年 ８月 第１回開催

１０月 第２回開催
１２月 第３回開催

※ 年度内に計５回開催し，答申を取りまとめる予定

（参考）検討委員会委員名簿（任期︓〜令和４年８月）
〇常任委員（８名） 〇特別委員（６名）

川勝 健志 京都府⽴⼤学副学⻑，公共政策学部教授
佐々木 栄美子 税理⼠

◎田中 治 同志社⼤学法学部教授
内藤 郁子 特定⾮営利活動法⼈京都景観フォーラム理事⻑

〇⻄垣 泰幸 ⿓⾕⼤学経済学部教授
増田 寿幸 京都信用⾦庫顧問
山内 康敬 株式会社京都新聞社代表取締役社⻑
米島 小晴 市⺠公募委員
※ ◎︓委員⻑，○︓副委員⻑

神本 文子 ⼀般財団法⼈日本不動産研究所京都支所⻑
櫻井 啓孝 公益財団法⼈日本賃貸住宅管理協会京都府支部⻑
佐藤 由美 奈良県⽴⼤学地域創造学部教授
苗村 豊史 公益社団法⼈京都府宅地建物取引業協会常務理事

⻄村 孝平
⼀般社団法⼈京都府不動産コンサルティング協会
副理事⻑

 村 洋幸
公益社団法⼈全日本不動産協会京都府本部
副本部⻑
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1 

参考資料② 京都市税制研究会最終報告書（平成 16 年 8月）における提案内容に関する取組状況 
 
１ 法定外税 

分野(課税対象等) 要    点 取組の状況 

景観保全 
（職住共存地区の

まちなみ再生事
業のための税） 

◇ 高層マンションの建築主に税負担を求めることは，結局は
入居者に転嫁され，一部の住民のみに特別な負担を強いるこ
とになり，不公平である。 

◇ まちづくりのための税ならば，広く地域住民に負担を求め
るべき。 

◇ 町家等のまちなみ資源が，住民全体にとって共同で維持改
修すべき共通の財産と認知されているかどうかが課題であ
る。 

〇 法定外税に関する検討は行っていない。 
〇 平成３０年１０月から導入した宿泊税にお

いて，景観保全を使途のひとつとしている。 
※ 税制研究会最終報告書の後，本市において，

平成１９年９月から新たな景観政策を実施し
ている。 

観
光 
振
興 

観光都市整備
（宿泊税） 

◇ 宿泊者は長時間滞在するため，京都市の行政サービスをよ
り多く受けていると考えられ，担税力も認められる。課税捕
捉も容易である。 

◇ 課税をしても，経済的理由から宿泊地を変えることは考え
にくい。 

◇ しかし，観光客に満足を与える施策をしなければ，観光都
市としての魅力を損なうことにもなりかねない。 

〇 「京都市住みたい・訪れたいまちづくりに
係る財源の在り方に関する検討委員会」から
の答申（平成２９年８月）に基づき，平成３０
年１０月から宿泊税を導入した。 

文化財保護 
◇ 文化財保護に要する費用は京都市の特別の財政需要であ

り，手厚い文化財保護施策を行うのであれば，将来的には検
討の余地がある。 

〇 平成３０年１０月から導入した宿泊税にお
いて，文化財保護を使途のひとつとしている。 

観光客誘致 
(事業者課税) 

◇ 観光と関わりの深い事業者は，観光団体を通じ，又は個別
に，観光振興に係る事業に主体的に関わるとともに，経済的
負担も負っている。 

◇ 今後，特別な諸施策を講じるのでなければ，現在の京都市
の施策や事業の範囲においては，特に必要性は見い出せな
い。 

※ 平成３０年１０月から導入した宿泊税は，
宿泊事業者を特別徴収義務者としている。 

2 

分野(課税対象等) 要    点 取組の状況 

 
環
境 
保
全 

CO2 削減 
（炭素税） 

◇ 全国的規模での導入を想定して国で検討中。課税捕捉も困
難であり，京都市単独で導入する実益は乏しい。 〇 法定外税に関する検討は行っていない。 

※ 京都府において産業廃棄物税が導入されて
いる（平成１７年度から）。 

※ 国において，平成２４年１０月１日から，
地球温暖化対策のための税として，石油石炭
税の引上げを段階的に実施 

 
 

一般廃棄物削
減 

◇ 受益と負担の関係が相当明確であるので「税」より「料金」
が適当 

産業廃棄物削
減 

◇ 市内で埋立処分される廃棄物は一部に過ぎず，多くが市外
に流出しており，府県レベルの広域的取組が必要である。 

（府は平成 16 年 3 月に産業廃棄物に係る新税の条例を議決） 

ディーゼル車
大気汚染抑制 

◇ 主に運輸・流通業の車両が対象となるため，広域的取組が
必要であり，京都市単独で課税するには適さない。 

交
通 
政
策 

交通誘導 
（観光地の駐

車場課税） 

◇ 交通需要管理の一施策として検討の余地がある。 
◇ 地元商業者等を通じて歩いて観光する人に税収入を還元

することも考えられ，地域の活性化・魅力向上に繋がる可能
性がある。 

◇ 地元住民や商業者等の参加と協力が不可欠である。 

〇 「京都市住みたい・訪れたいまちづくりに
係る財源の在り方に関する検討委員会」から
の答申（平成２９年８月）において，駐車場へ
の駐車への新たな負担について，技術革新に
よって，今後，負担の求め方の選択肢が広が
る可能性もあり，税を活用することがふさわ
しいかどうか，引き続き検討すべきであると
された。 

〇 市内の自動車流入量・自動車分担率が年々
減少する中，直ちにロードプライシングを導
入する状況にないものの，ＩＣＴ技術の今後
の発展を見据え，料金徴収に係る技術面の課
題や道路法の制約について，国の動向など情
報を収集している。 

交通環境整備
（一般駐車場
課税） 

◇ 交通環境の整備に向け，その費用の一部を自動車利用者に
負担を求めることは，中長期的に検討に値する。 

◇ 影響が広く及ぶだけに，市民的理解が不可欠である。 

自動車の市内
流入抑制 

◇ 京都市では課税技術的に導入が困難である。 
◇ 都心迂回のための代替道路も必要であり，導入環境が整っ
ていない。 

そ
の 
他 

ペット 
◇ ペットの多様化，課税捕捉の困難さや，過去に「犬税」が

廃止された経緯を考慮すると，導入する理由はない。 
〇 法定外税に関する検討は行っていない。 

放置自転車 
◇ 徴収上の困難さがある。駐輪場が不足している地域がある

など，税のみで解決できる問題ではない。 
〇 法定外税に関する検討は行っていない。 

パチンコ 
（風俗営業） 

◇ 特定の業種に負担を強制することは適当でない。 
◇ 過去に娯楽施設利用税が廃止された経過等も考慮すべき

である。 
〇 法定外税に関する検討は行っていない。 
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3 

２ 超過課税 

税 目 要   点 取組の状況 

個人 
市民
税 

均等割 

◇ 税率が低く，広く負担を分かち合うという均等割の意
義を十分に果たしていない。 

◇ 京都市が単独で適正水準まで引き上げようとすると，
突出し，周辺の市町村との均衡を失する。 

◇ 根本的には，法律改正で税率水準の抜本的見直しが行
われるべき。 

〇 「大都市財政の実態に即応する財源の拡充につ
いての要望」において，個人市民税均等割を含む定
額課税について，適切な見直しを行うよう，指定都
市共同で国に要望を行っている。 

※ 京都府において，個人府民税均等割の超過課税
として，平成２８年度から「京都府豊かな森を育て
る府民税」（＋６００円）を実施している。 

所得割 

◇ 社会保険料等も含めた国民負担全体を考慮する必要が
ある。 

◇ 所得割への過度の依存は，勤労世帯に負担が集中し，世
代間で不公平になる。 

◇ 個人所得課税（各種控除，税率等）に係る抜本的な見直
しが論議されており，京都市単独で超過課税をすべき時
期にはない。 

〇 超過課税に関する検討は行っていない。 
※ 個人市民税所得割の税率については，平成１９

年度分から一律６％とされた。なお，平成３０年度
分からは，指定都市の税率は一律８％とされてい
る。 

法人 
市民
税 

均等割 
◇ 既に法人税割の超過課税を実施しており，法人ばかり

に負担を求めるのは不公平である。 
◇ 赤字法人にも応分の負担を求め，税収の安定化を図る

という観点からは，意義が認められる。 

〇 「大都市財政の実態に即応する財源の拡充につ
いての要望」において，個人市民税均等割を含む定
額課税について，適切な見直しを行うよう，指定都
市共同で国に要望を行っている。 

法 人 税
割 

◇ 既に超過課税を実施している。 
◇ 一部の法人に更なる負担を求めるのは不適当である。 

〇 昭和５１年度から超過課税を実施しており，現
在は，資本金３億円超等の法人を対象に，標準税率
＋２．２％（税率８．２％）としている。 

固定資産税 

◇ 市町村税の基幹的な税目であり，充実確保が図られる
べき。 

◇ 超過課税をすれば財政効果も大きい。 
◇ しかし，多くの非課税措置や京都市独自の軽減措置が

あるなど，現行の制度に不公平感が持たれている。まず
は，本市独自の軽減措置の見直しが必要である。 

〇 超過課税に関する検討は行っていない。 
※ 現在検討中の「セカンドハウス所有者等への適

正な負担の在り方」については，固定資産税の超過
課税ではなく，法定外税として創設する方向で取
組を進めることとしている。 

4 

税 目 要   点 取組の状況 

軽自動車税 

◇ 税率が低いため，超過課税をしても過重な負担になる
とは言えないが，制限税率があるため，税収に占める徴税
費用の割合が高いという問題の根本的解決にはならな
い。 

◇ 自動車税との比較からしても，法律改正で税率の引上
げが行われるべき。 

〇 指定都市共同で国に要望した結果，平成２７年
度税制改正において，平成２７年４月１日以降に
取得した軽自動車等について，現行の約 1.25 倍か
ら約 1.5 倍に税率を引き上げる改正が行われた。 

 （例：四輪以上の乗用自家用 
    7,200 円→10,800 円） 

 
 
３ 市税の軽減措置の見直し 

税 目 要   点 取組の状況 

個人市民
税 

所得割失
格減免 

◇ 個人市民税均等割は，所得割より非課税となる所得水
準が低く設定されているが，京都市では，所得割が課税
されない者に対して均等割も全額減免している。 

◇ 均等割の応益的な役割や，所得割が課されない場合で
も均等割は極力負担すべきであるとする地方税法の要
請にかんがみると，この減免は，廃止することが適当で
ある。 

〇 所得割失格者減免及び少額所得者減免を令
和６年度から廃止する等の市税条例の改正を
行った（令和２年１１月２５日公布）。 

 （増収額：約１億５千万円） 

少額所得
者減免 

◇ この制度は，低所得者の市民税を軽減するために創設
されたが，法レベルの低所得者に対する均等割非課税制
度が創設された結果，存在意義を失っており，廃止する
ことが適当である。 

〇 所得割失格者減免及び少額所得者減免を令
和６年度から廃止する等の市税条例の改正を
行った（令和２年１１月２５日公布）。 

 （増収額：約１，７００万円） 

その他の
軽減措置 

◇ 社会情勢の変化に応じた検討は常に必要である。ま
た，納税義務を承継した者が納付困難となった場合の減
免措置など，運用基準が曖昧なものは，制度の改正も含
め，厳に公平な運用に努めるべきである。 

〇 納税義務承継者に係る減免措置については，
令和３年度から廃止する規則改正を行った。 

〇 国の税制改正に伴い，令和３年度から，所得
要件を１０万円引き上げ，ひとり親を対象に追
加する条例改正を行った。 
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税 目 要   点 取組の状況 

法人市民
税 

公益法人
等に対す
る軽減措
置 

◇ 京都市においては，民法第 34 条に規定する法人（い
わゆる公益法人）や宗教法人，学校法人に対して，収益
事業の有無にかかわらず，一律に軽減措置を講じてい
る。 

◇ 京都市の行政サービスを受けている以上，公益法人等
も法人市民税を負担するのが原則であり，法律上の優遇
措置に加えて京都市独自の軽減措置を講じることは，同
種の事業を行う普通法人との中立性を損なうものであ
る。 

◇ 収益事業を行う公益法人等に対する軽減措置は，廃止
することが適当である。 

〇 平成 15 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度
分から廃止した。 

 （増収額：約５千万円） 

特別法人
等に対す
る軽減措
置 

◇ 京都市は，特別法人（農業協同組合，消費生活協同組
合，商工組合等）及び企業組合について，均等割の７割
を減免しているが，特別法人等の多くは，特定の者の利
益のために活動し，担税力もあることから，一般の法人
からすると不公平感が強い制度となっている。 
特別法人等は，法人税額も軽減される場合があり，京

都市独自の措置は必要ないと思われることから，公益法
人等に対する軽減措置と同様，廃止することが適当であ
る。 

〇 平成 15 年 4 月 1 日以後に開始する事業年度
分から廃止した。 

 （増収額：約１億１千万円） 

6 

税 目 要   点 取組の状況 

固定資産税 

◇ 固定資産税は，土地・家屋・償却資産の所有者が，そ
の所有する資産の価値に応じて負担する物税であり，所
有者の事情は考慮しないのが原則であるが，高い公益性
が認められるもの等に対して，又は政策上の理由によ
り，一定の軽減措置が講じられている。これらの軽減措
置による減収額は，京都市において，年間 10 億円近く
にのぼっている。 

◇ 現行の軽減措置の中には，社会情勢の変化により必要
性が稀薄になっているものや，類似の固定資産の取扱い
と比較して不公平となったもの，補助金など税以外の手
段によることが適当と考えられるものなどが認められ
る。 

◇ 固定資産税は，所有者の異動や固定資産の利用状況の
変化が比較的少なく，軽減措置が既得権益化しやすい
が，上記のような視点から，すべての軽減措置について，
その内容を再点検すべきである。 

〇 個別に規定していた軽減措置について見直
しを行い，合計５億 3000 万円（注）の増収が
あった。 

（注）単年度の増収額の合計。固定資産税の軽減
措置の見直しに伴う都市計画税の増収を含
む。 

都市計画税 

◇ 都市計画税は，固定資産税と同じ割合で減免されるの
が原則となっているが，新築の住宅用家屋に係る法律上
の減額措置は，対象が固定資産税に限られている。この
ため，京都市は，都市計画税も同様に減免する独自の措
置を講じている。 

◇ 固定資産税の新築減額の存在意義にも疑問があるう
え，京都市がこのように独自の措置を採るべき理由は乏
しい。また，この制度の認知度の低さや，１件当たりの
減免額がそう大きくないことからすると，その効果にも
疑問がある。現在，新築減免による減収は，年間約４億
3000 万円にのぼっているが，都市計画事業費と比較して
都市計画税収が不足している現状にかんがみれば，この
減免措置は，廃止することが適当である。 

〇 平成 16 年度以後の新規適用分から廃止し
た。 

 （増収額：約４億円） 

  ※増減収額については，単年度影響額である。 
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→インバウンド最繁期間

十万人 437 455 473 484 494 502 469 496 (496) (496) 516 556 568 552 536 528 535

千戸 279 (279) (279) (279) (279) 317 (317) (317) (317) (317) 336 (336) (336) (336) (336) 355 (355)

戸 121 122 123 126 129 131 134 135 141 145 153 162 163 182 211 (211) (211)

億円 2,342 2,298 2,421 2,497 2,609 2,664 2,525 2,452 2,486 2,427 2,444 2,521 2,530 2,516 2,557 2,673 2,770

個人市民税 億円 653 633 669 734 823 836 835 777 764 784 789 800 820 835 849 863 1,175

法人市民税 億円 261 241 322 386 401 429 292 264 285 257 254 301 285 240 255 329 342

固定資産税 億円 1,017 1,016 1,025 981 990 1,003 1,007 1,016 1,028 985 992 1,009 1,014 1,027 1,040 1,049 1,072

宿泊税（H30導入） 億円 15.4 42.0

億円 5.4 5.1 5.1 5.2 5.3 5.3 5.4 4.9 5.0 4.9 4.7 4.5 4.5 4.6 4.8 5.1 5.2

億円 0.9 0.9 1.2 1.4 1.4 1.4 0.9 0.8 0.9 0.8 0.8 0.9 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0

億円 8.4 8.3 8.3 7.8 7.7 7.7 7.5 7.5 7.3 6.8 6.5 6.2 6.2 5.6 4.9 5.0 5.1

マンション１戸当たり
市税収入【(D)/(B)】

ホテル１戸当たり
市税収入【(D)/(C)】

観光客10万人当たり
市税収入【(D)/(A)】

※市税収入は，府教職員給与費移管の影響を除く
※（）内の数値は，当該年度に調査がないため，直近の調査値で仮置きしたもの

マンション　　　(B)

ホテル　　　　　(C)

H24H23H22H21H15 H16 H17 H18 H19

市税収入　　　　(D)

観光客　　　　　(A)

参考資料③　マンション・ホテルや観光客等の動向と市税収入の状況

項目 単位 H20 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

観光客 ：京都市外在住で，通勤，通学以外の目的で京都市を訪れた人数
（～H22年「京都市観光調査年報」，H23年～「京都観光総合調査」）

マンション：中高層（3階以上）で分譲・共同住宅，鉄筋コンクリート造・鉄骨鉄筋
コンクリート造・鉄骨造りの住宅，（国交省「住宅・土地統計調査」）

ホテル ：旅館業法の許可ホテル数（京都市統計白書）

固定資産税は，H15・H18・H21・H24・H27・H30年度に評価替えを実施
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